
●地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律案

＜予算関連法律案＞

持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、認定
軌道運送高度化事業等の実施に必要な資金の出資等の業務を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備
支援機構に行わせる等の措置を講ずるほか、独立行政法人に係る改革を推進するため、同機構につい
て高度船舶技術に関する業務の廃止等の措置を講ずる。

地域公共交通ネットワークの再構築を図る事業を推進するために必要な支援を充実・
多様化するとともに、独立行政法人改革にも的確に対応する。

１．地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正
鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、国土交通大臣の認可を受けた基準に従い、地域公共

交通活性化再生法に基づく認定を受けた地域公共交通ネットワークの再構築を図る事業に対す
る出資等を行うこととする。

○ 地域公共交通活性化再生法に基づく、サービスレベルの向上・路線再編等により持続的な地域公共
交通ネットワークの再構築を図る事業（認定軌道運送高度化事業等）を進めるに当たって必要となる
初期投資に対する支援が必要。

→ そのため、地域公共交通ネットワークの再構築を図る事業について、中長期的な収益性が見込ま
れる場合には、産投出資を原資として鉄道建設・運輸施設整備支援機構が出資等を行うことによ
り、柔軟な資金調達を可能とするとともに、必要な民間資金を呼び込む。

○ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構の業務について、独立行政法人改革に関する閣議決定等を踏ま
えた適切な対応を図る。

２．独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正
(１) 業務として、上記１．の業務に関する規定を追加する。
(２) 「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成25年12月24日閣議決定）等に基づき、
以下の措置を講ずる。
① 高度船舶技術開発等業務、基礎的研究業務等の廃止
② 上記１．の業務等に係る役職員の秘密保持義務の創設

地域公共交通ネットワークの再構築を図る
事業のイメージ

① ＬＲＴ・ＢＲＴの整備・運行

② 上下分離による地方鉄道の再生

③ バス路線網の再編

④ これらと一体となったＩＣカードや情報案内シス
テムの導入等

（ＩＣカード）（ＬＲＴ） （ＢＲＴ）

法案の概要

背景と目的

独立行政法人改革にも的確に対応する。
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